
 

 

 

氷見市有線テレビジョン放送受信規約 
 

 （受信放送） 

第１条 受信を承認する放送（以下「受信放送」という。）

は、次の表のとおりとします。 

放 送 内 容 摘 要 

受信機を設置しないで受信 

いずれかを受信 

デラックスコース 

一般放送 

特別放送 

特別放送廉価 

有料番組放送 

スターチャンネル１ プレ

ミアム 

一般放送又は

特別放送を受

信する場合のみ

受信可（ＷＯＷ

ＯＷを含む） 

スターチャンネル２ セレ

クト 

スターチャンネル３ 吹替 

衛星劇場 

東映チャンネル 

グリーンチャンネル 

グリーンチャンネル２ 

SPEED チャンネル 

富山競輪チャンネル 

FIGHTIN GTV サムライ 

J sports ４ 

レジャーチャンネル 

V☆パラダイス 

ＡＴ－Ｘ 

クラシカ・ジャパン 

Ｍｎｅｔ 

ＫＮＴＶ 

フジテレビＮＥＸＴ 

 

 （受信料等）  

第２条 受信機を設置しないで受信、デラックスコース、一

般放送、特別放送、特別放送廉価の受信料並びに有料番

組放送の利用料（以下「受信料等」という。）の額は、

別表のとおりとし、氷見市有線放送指定管理者能越ケー

ブルネット株式会社（以下「指定管理者」という。）が

指定する納付期限までに納付してください。 

２ 落雷その他の天災その他やむを得ない事情により、受

信者が受信放送を受信することができなかった場合には、

受信料等は、減額しないものとします。ただし、１箇月

のうち１０日以上継続して受信者が受信放送を受信する

ことができなかった場合にあっては当該月分、２箇月に

わたり１０日以上２０日未満の期間継続して受信者が受

信放送を受信することができなかった場合にあっては最

初の月分の受信料等は、無料とします。 

３ 指定管理者は、経済情勢の変動その他の事情の変更に

基づいて、特に必要があると認めるときは、受信料等を

改定することがあります。 
 

 （放送施設等の費用等の負担） 

第３条 指定管理者は、氷見市有線テレビジョン放送の施

設及び受信機（以下「放送施設等」という。）の設置に

要する費用（受信機（セットトップボックスをいう。以

下同じ）の設置費を除く。）に充てるため、受信料等と

は別に、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号

に定める額の負担金を徴収します。 

  (1)引き込み工事負担金（宅外引込線の設置に要する費 

   用）                      １８，７００円 

(2) 加入金（宅外引込線及び宅内引込線以外の放送施設

等の設置に要する費用）     ２７，５００円 

(3) 宅内工事負担金（単独工事、共聴工事に要する費用） 

         単独工事：１９，８００円 

                 共聴工事：４０，７００円 

２ 指定管理者が定める仕様以外の仕様により宅外引込線

を設置する場合において当該宅外引込線の設置に要する

費用の額が前項第１号に定める額を超えるときは、その

差額を同号の負担金の額に加算するものとします。 

３ 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、第

１項第２号の負担金を減免することがあります。 

 

（放送施設等の設置、所有及び管理の区分等） 

第４条 放送施設等の設置、所有及び管理の区分は、次の

各号に掲げる放送施設等の区分に応じ、当該各号に定め

るとおりとします。 

 (1) 宅内引込線 受信者 

 (2) 宅内引込線以外の放送施設等 指定管理者 

２ 受信者は、その責めに帰する理由により前項第２号に

掲げる放送施設等の全部又は一部を滅失し、又は損傷し

たときは、その損害を賠償しなければならないものとし

ます。 

３ 落雷その他の天災により宅内引込線及び受信者の所有

するテレビ受像機その他の機器類が損傷した場合におい

ては、当該宅内引込線及び機器類の修理に要する費用は、

受信者が負担するものとします。 

４ 前項に規定するもののほか、天災、作業停電その他の

指定管理者の責めに帰することができない事由によって、

放送施設等が損壊し、又はその機能を停止した場合にお

ける放送中断等に係る損害については、指定管理者は賠

償の責めを負わないものとします。 

 

 （禁止事項） 

第５条 受信者が、次に掲げる行為をすることを禁止しま

す。 

(1) 受信機の分解、改造、変更及び宅外への持ち出し等

をすること。 

(2) 放送番組の内容の複製頒布等著作権又は著作隣接権

を侵害すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、有線テレビジョン放送

の管理上支障があると認める事項をすること。 

 

（受信放送の変更） 

第６条 受信者は、受信放送を変更しようとするときは、

あらかじめ指定管理者の承認を受けなければなりません。 

 

（宅外引込線の移転等） 

第７条 受信者は、宅外引込線を移転し、又は変更しよう

とするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなけ

ればなりません。 

２ 前項の規定による移転又は変更に要する費用は、受信

者の負担とします。 

 



 

 

（受信の休止等）  

第８条 受信者は、受信を休止し、又は現に休止している

その受信を再開しようとするときは、あらかじめ指定管

理者の承認を受けなければなりません。 

２ 前項の規定による受信の休止の期間は、１年を超える

ことができません。ただし、指定管理者が特に必要があ

ると認めるときは、１年を超えない範囲内において、こ

れを延長することができます。  

３ 第１項の規定による休止及びその再開により工事費が

発生する場合、受信者はその費用を負担するものとする。 

 

（受信の廃止） 

第９条 受信者は、受信を廃止しようとするときは、あら

かじめその旨を指定管理者に届け出なければなりません。

この場合において、前納による受信料の額から経過期間

の月数分の月額の受信料を差し引いた額に残余の額があ

るときは、当該額を払い戻すものとします。 

２ 前項の規定により受信を廃止したときは、指定管理者

は、当該受信者に係る放送施設等を撤去するものとしま

す。この場合において、撤去費用及び受信者に係る原状

回復に要する費用は、受信者の負担とします。 

  放送施設等の撤去費用：８，８００円 

 

（受信者の変更） 

第１０条 受信者に変更があったときは、新たに受信者と

なった者は、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出る

ものとします。 

 

（受信の承認の取消し等） 

第１１条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、受信の承認を取り消し、若しくは変更し、又は

受信を制限し、若しくは停止することがあります。 

(1) 受信者がこの承認書に違反したとき。 

(2)  受信者が偽りその他不正の手段により受信の承認

を受けた事実が明らかとなったとき。 

(3) その他指定管理者が管理上特に必要があると認め

るとき。 

２ 第８条第３項の規定は、前項の規定による受信の停止

について準用します。 

３ 第９条第１項後段及び第２項の規定は、前項の規定に

よる受信の取消しについて準用します。 

 

（初期契約解除） 

第１２条 受信者は、指定管理者から「ご契約の内容」書

面（電子媒体を含む）を受領した日から起算して８日を

経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うこと

ができます。 

２ 本条に定める方法による契約の解除の効力は、指定管

理者に対し前項の書面を発した時生じます。 

３ 本条に定める方法により本契約が解除された場合、受

信者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求

されることはありません。ただし、本契約の解除までの

期間において提供をうけたサービスの対価、及び既に工

事が実施された場合の工事費は請求されます。 

４ 工事費の請求額は第３条に定める工事負担金額になり

ます。 

 

 

別表（第２条関係） 

 １ 受信機を設置しないで受信、デラックスコース、一般

放送、特別放送、特別放送廉価の受信料 

 

放 送 内 容 

受信料の額 

月額 
６月分 

前納額 

１年分 

前納額 

受信機を設置しないで受信  1,430 円 7,865 円 15,730 円 

デラックスコース 4,950 円 27,225 円 54,450 円 

一般放送 3,960 円 21,780 円 43,560 円 

特別放送 2,200 円 12,100 円 24,200 円 

特別放送廉価 1,980 円 10,890 円 21,780 円 

 

備考  

１ この表に定める受信料には、日本放送協会が行う

放送に係る受信料及び株式会社ＷＯＷＯＷが行う放

送に係る受信料を含みません。 

２ 同一の住居又は事務所若しくは事業所において受

信機を２台以上設置して受信する場合にあっては、

受信機が１台増すごとに、次の表の左欄に掲げる受

信機の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める月

額を加算するものとする。 

 

１台目の受信機の種類 月  額 

デラックスコースの受信機の場

合 

2,530円 

（受信機を 3台以上設置

して受信する場合（指定

管理者が定める場合に限

る。）にあっては、3台目

以降は 2,200円としま

す。） 

一般放送の受信機の場合 1,650 円 

特別放送の受信機の場合 

1,650 円 

（受信機を 3台以上設置

して受信する場合（指定

管理者が定める場合に限

る。）にあっては、3台目

以降は 1,320 円としま

す。） 

特別放送廉価の受信機の場合 880 円 

 

 「1 台目の受信機」とは、複数の受信機のうち、

受信料の月額が最も高い放送を受信する受信機（当

該受信機を複数設置する場合にあっては、いずれか

一つの受信機）をいう。 

３ デラックスコース、一般放送又は特別放送を受信す

る場合、録画機能内蔵の受信機を以下の料金を受信

料に加算することで利用することができます。ただ

し、前納による割引はありません。 

 (1)らく録プラス   １，１００円／台（月額） 

 (2)らく録ブルーレイ ３，３００円／台（月額） 

 (3)４Ｋスタンダード   ８８０円／台（月額） 

 (4)４Ｋらく録    １，４３０円／台（月額） 



 

 

 

２ 有料番組放送の利用料 

番 組 名 
利用料の額 

(受信機１台につき１月) 

スターチャンネル１ プレミアム 

スターチャンネル２ セレクト 

スターチャンネル３ 吹替 

３つセットで 

2,530 円 

 

衛星劇場 1,980 円 

東映チャンネル 1,650 円 

グリーンチャンネル 

グリーンチャンネル２ 

２つセットで 

1,320 円 

SPEED チャンネル 

富山競輪チャンネル 

 

 

２つセットで 

990 円 

 

 
FIGHTING TV サムライ 1,980 円 

J sports ４ 1,430 円 

レジャーチャンネル 1,078 円 

V☆パラダイス※ 770 円 

ＡＴ－Ｘ 1,980 円 

クラシカ・ジャパン 3,300 円 

Ｍｎｅｔ 2,530 円 

ＫＮＴＶ 3,300 円 

フジテレビＮＥＸＴ 1,320 円 

 
 ※デラックスコースでは基本番組に含みます。  


